
第
、／、／、＝

854

S
号 リーダ‐アニクラブ鐸

ﾛ●ebC参①●q●●●■■●■●■●■●■●■●｡●■寺ご●■●｡●●◆●参●争｡●◆●●●◆●●●■●q由■●■●■●■●■｡■●■●■●■●■●p■●■寺●■●守寺●■●●q●●●■●や◆●◆■■■●◆◆｡◆■●｡●■今｡●■■
■｡■●●■ひ■寺■吟●●●●｡●■◆■●●●●凸■●■■■凸●■●■■■①●■●■■■●p■■■●■｡■①合●わ■●●●●●G◆･･○・●◆●◆e●●◆●●●･●参｡■■●●■｡■■早■●■●●●■■■■●■●■■■寺b■ごp■■
D■◆､●●eoe｡■●｡●●①●●●■｡■■■●■●■●■●■今心●■●町■●●■◆ひ。◆●●■a●■●●今｡■■｡■凸■●■●■■●■●●■●●■●■●■●■■■●b●●①CG●●｡●e●q●e号●●◆等●■◆b●●●●▲争■■■

蕊溌灘蕊灘蕊禦灘灘灘

リーダァスクラブFAXニュース

(1997年）砿9年 6月24日火曜日

株式会社 FPｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ
大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-209-7678

編集発行人：税理士三輪厚二Fax:06-209-8145

△

未分割のｱバーﾄから生ず6所得

Q:賃貸の用に供しているアパートを、私

を含め3人で相続しましたが、遺言もなく、

遺産分割については協議中で、いまだ未分割

の状態です。

ところで、このアパートから生ずる所得は、

私の名義で預金していますが、全額私の不動

産所得として申告するのでしょうか。

A.:分割が行われるまでは、相続人の法定

相続分に応じて申告します。

【解説】

共同相続財産について、遺産分割が行われ

ていない場合のその相続財産は、各共同相続

人の共有に属するものとされていますから、

その相続財産から生ずる所得は、各共同相続

人に、その相続分に応じて帰属するものと解

されます。

この場合、未分割財産の共有割合は、遺言

により相続分が指定されている場合にはその

指定相続分、それ以外は法定相続分によりま

す ◎

ご質間のように、遺産分割協議が調わない

ため、特定の相続人が所得を管理しているよ

うな場合であったとしても、全額をその人の

所得として申告することはできません。

なお、将来遺産分割が行われた場合には、

その分割後に生じた不動産所得は、実際に相

続した人の相続分に応じて申告することにな

りますが、それ以前に生じた確定手続に基づ

く承継税額を訂正する必要はありません。


